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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 議会運営委員会 
会議場所 第３委員会室 

担当職員 阿久根由美子 

日 時 平成２３年１１月２４日（木曜日） 
開 議   午前  ９ 時 ４３ 分 

閉 議   午前 １０ 時 ３０ 分  

出席委員 ◎明田 ○日高 並河 中村 馬場 湊 吉田 西口 石野議長 菱田副議長 ＜井上＞ 

執行機関出席者 栗山市長  竹井企画管理部長 西崎総務部長 

事務局出席者 今西局長 藤村次長 阿久根係長 三宅主任 八木主任    

傍聴者 市民－名 報道関係者 １名 議員－名（  ） 
 

会  議  の  概  要 
 
〔委員長 開議〕 
１ １２月亀岡市議会定例会について 

〔事務局長 説明〕 

 

〔理事者 入室〕 

９：４６ 

２ 議案の概要説明について 

〔総務部長 説明〕 

〔理事者 退室〕 

１０：０３ 

３ １２月定例会日程（案） 

〔事務局長 説明〕 

 

４ 開会日（１１月３０日） 

〔事務局長 説明〕 

 

５ 一般質問通告書について 

＜事務局長＞ 

 一般質問通告書の答弁者欄について、今後は事務局において確認せず変更すること

もあるのでご了承願う。要旨欄の記入は、ホームページ公開をしていることもあり、

質問内容が市民に分かりやすく伝わるように、詳しい記入を願う。 

   

６ 委員の推せんについて 

＜事務局長＞ 

いずれも任期は 24 年１月 31 日までである。 

国民健康保険運営協議会委員の推薦依頼はあったが、障害者施策推進協議会委員は

現時点で推薦依頼がない。障害者基本法の改正に伴い委員会構成も見直される予定で、

次回議会運営委員会までには方向が決まる予定である。 

 

７ 陳情・要望について 

〔事務局長 説明〕   

＜事務局長＞ 
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 請願の問合せを事務局で３件受けている。 

 

８ 反問権行使に関する申合せ 

＜事務局長＞ 

 別紙のとおり確認願う。理事者ルールのなかで前回の議会運営委員会の意見を反映

している。 

（全員 了） 

 

９ その他 

〔事務局長 説明〕 

 

＜湊委員＞ 

 このたびの職員不祥事に関して市民から厳しい指摘を議員も受けている。一般質問

は２週間後である。緑風会として今日の本会議で緊急質問を行いたい。 

＜委員長＞ 

 中身は何か。 

＜湊委員＞ 

 ９月定例会の一般質問で職員不祥事に関して理事者の管理責任を問うたところで

あるが、その後の 9 月 28 日に事件は起きており職員に徹底できていない。市民は不

信感を持たれている。早急に質問をするべきと考えている、他の会派も希望があるな

らされればよいと思う。 

＜西口委員＞ 

 緊急質問は実施すればよいと思う。会派（改革かめおか）の緊急質問は今のところ

考えていない。 

＜馬場委員＞ 

 止める理由はない。共産党議員団は（１２月定例会の）一般質問で徹底してやりた

いと考えている。緊急質問は会派で相談したい。 

＜日高委員＞ 

 全容が判らない、公明党議員団は一般質問で行う。 

＜事務局長＞ 

 緊急質問実施の場合には発言時間、通告期限などの決定を願う。議長から議会の意

思の表明、決議の方法もあるかと思う。 

＜湊委員＞ 

 決議は重要なものだと思うが、管理者としての指導に問題がある。記者会見の謝罪

にも疑問があり、反省の色が伺えない。事件の内容ではなく管理者責任、指導のあり

方を質したいので決議では適わない。市民の批判も多くある、緊急質問を取り上げて

いただきたい。 

時間は 15 分程度、一問一答方式で行う。 

 

＜事務局長＞ 

 緊急質問は議会の同意が必要、手続きは次の議会運営委員会で確認願う。通告は午

前中にお願いしたい。 

＜馬場委員＞ 

時間は会派単位か、１人か。 

＜委員長＞ 
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 緊急質問を実施する、通告は午前中とする。会派で１人、15 分以内とする。 

（全員 了） 

＜議長＞ 

 議長声明を考えている。 

＜委員長＞ 

 幹事会で協議願う。 

＜事務局長＞ 

 会派に属さない議員はどうされるのか。 

＜井上連絡員＞ 

 相談して考えたい。 

＜委員長＞ 

 希望されるなら通告を。 

 

＜委員長＞ 

 本会議開会時刻は１０時４５分とする。 

 

                         散会 ～１０：３０ 


